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1018010
寄港地上陸許可の要件緩
和

現行法で規定されている寄港地上陸
許可を、２ヶ国以上の国・地域を回る
周遊型外航クルーズ船による外国人
観光客に対しても付与可能とする。

　外航クルーズ船による外国人観光客増大を図
ることにより、観光による港湾の活性化、並びに
外貨獲得による地域経済の振興を図る。具体的
には、中国等、一定の国・地域の旅券所持者が
我が国へ渡航する場合には、事前に日本政府の
在外公館が発給する査証（ビザ）取得が義務づけ
られているところ、特例上陸許可による場合は査
証は必要とされていないことから、周遊型外航ク
ルーズ船により沖縄県の区域で入・出国する外国
人観光客については、特例上陸許可（寄港地上
陸許可）によることができるものとする。

　沖縄振興特別措置法に基く沖縄振興計画は「国際的海洋性リ
ゾート地の形成」の一環として「クルーズ船の寄港」促進を謳ってお
り、沖縄県及び那覇港管理組合においてもクルーズ船専用岸壁の
整備を推進、クルーズ船社や旅行社等への寄港誘致活動を展開し
ているところ。一般に周遊型外航クルーズ船の乗客は陸上での宿
泊もなく、上陸時間もわずか１０時間程度に過ぎないにも関わらず、
一般の観光客同様に査証取得が義務づけられていること、及び長
時間を要する入国審査等が寄港誘致の大きな障害となっている。
日本本土から隔絶した島嶼県で本土への移動手段もほぼ航空機に
限定されている沖縄の場合、寄港地上陸許可により外国人乗客の
査証取得等にかかる負担を軽減したとしても、寄港地上陸許可に
は行動範囲の制限が付されることから、効果的に不法滞在等を抑
止できると考える。

沖縄県
沖縄県、那
覇港管理組
合

警察庁
法務省
外務省

1081010
外国人に関する年金制度
の見直し

外国人研究者等の年金加入期間が
通算されるよう、日本と母国との間の
社会保障協定締結国を拡大するとと
もに、未締結国の外国人研究者が受
給資格期間を満たさず帰国する場合
の脱退一時金について、在留期間５
年の納付期間に対応した支給を行う。

○大型放射光施設SPring-8等における外国人研
究者の受入れ促進事業
　播磨科学公園都市では世界最大の大型放射光
施設SPring-8を擁し、先端分野に関わる放射光
研究が展開されている。
　これまで、特例措置（５０１～５０３、５０４）を活用
して外国人研究者の受入れ促進を図っているが、
特例措置によりその在留期間が延長されている
ことから、加入が義務づけられている年金につい
て、その脱退一時金の支払いの見直しに関する
要望がある。
　そこで、社会保障協定対象国の拡大及び脱退
一時金の見直しを行うことにより外国人研究者の
受入れ環境の向上を図り、国際的な研究拠点の
形成を目指す。

○年金制度については、社会保障協定により二重加入等の問題点
の解決が図られてきているが、現状受入を行った外国人研究者の
うち当該協定の締結がされていない国（ロシア、ポーランド、インド）
からの受入もある。そのため、受入れた外国人研究者の年金につ
いて、取扱いの格差をなくすため早急に当該協定の締結について
推進していただきたい。
○受給資格を満たさない場合、年金保険の脱退一時金が請求可能
であるが、３年までの保険料納付期間ではその期間にあわせて段
階的に脱退一時金が支払われるものの、３年以上では一定額しか
支給されない。
　そこで、加入が必要な年金保険の脱退一時金についても、支給上
限年数を引き上げ、納付期間に対応した一時金の支払いを可能と
してもらいたい。

兵庫県

兵庫県、た
つの市、上
郡町、佐用
町

外務省
厚生労働省

1115010

『自由気ままに北海道・台
湾国際免許特区』
北海道エリア内限定 中華
民国（台湾）向け国際運転
免許証の発行

現在、公に国家として認められていな
い中華民国に対し、北海道エリア限定
で国際運転免許証を発行し、台湾人
の北海道内限定で自動車の運転を可
能にする。

今回の提案によってのメリットは、
(1) レンタカー利用の増加
 (2) 台湾人観光客の個人向け商品の展開
 (3) 観光地だけではなく周辺エリアまで拡大した
経済効果
 (4) 台湾人観光客数の増加
 (5) 外国人観光客が利用しやすい道路インフラの
整備
特にレンタカー業界は現在外国からの北海道観
光客の半数を占める台湾人観光客に対して新た
な商品展開が可能になる。
また、北海道は閉ざされたエリアであり、車を利用
して北海道外へ出ることが出来ないのでエリア限
定とすることが容易である。
添付詳細説明あり

中華民国は現在、公に国家として認められていない地区となってい
る。そのためジュネーブ条約に加盟していないので、国際運転免許
証を発行する条件に当てはまらない。
また、ジュネーブ条約に非加盟でもフランス、ドイツのように運転技
術の確認が行えれば、国際運転免許を発行しているが、中華民国
は未確認である。
添付詳細説明あり

北海道
Windcar株式
会社

警察庁
外務省
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